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（Ａ）施設サービス費（１割）         ※２０２４年４月１日介護報酬改正 

介護度 居室の種類 
施設サービス費（１割負担分） 

（１日あたり） （３０日あたり） 

要介護１ 
多床室（４人部屋・２人部屋）  １，３６４円 ３０，１９１円 

個室   １，２７９円 ２７，６３７円 

要介護２ 
多床室（４人部屋・２人部屋）   １，４４２円 ３２，５３６円 

個室   １，３５６円 ２９，９４８円 

要介護３ 
多床室（４人部屋・２人部屋） １，５１１円 ３４，６００円 

個室   １，４２３円 ３１，９５０円 

要介護４ 
多床室（４人部屋・２人部屋） １，５７１円 ３６，３８７円 

個室 １，４８１円 ３３，７０７円 

要介護５ 
多床室（４人部屋・２人部屋） １，６２５円 ３８，０２０円 

個室 １，５３８円 ３５，４０１円 

※施設サービス費には、夜勤職員配置加算（２５円／日）・サービス提供体制加算Ⅱ（１９円／日） 

在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）（５３円／日）・自立支援推進加算（３０９円／月）・ 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（６２円／月）が含まれます。 

 

2024年４月１日 

ご利用料金  
老人保健施設 清華苑養力センター 

 

以下の(A)～(Ｆ)の合計が支払い額となります。 

(A) 施設サービス費・加算料金 

(B) 居住費  

(C) 食費 

(D) 特別な居室利用料 

(E) 日常生活費・教養娯楽費 

(F) 実費負担分 

※負担額は、ご利用者の介護度・世帯収入・利用される居室によって異なります。 

※世帯課税収入が一定以下の方は、居住費・食費の軽減措置があります。（市町村への申請が必要です） 

※サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、「利用者負担金」は原則として 

１割の額（１定以上の所得のある方は２割または３割）です。 
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施設サービス費（２割）  

介護度 居室の種類 
施設サービス費（２割負担分） 

（１日あたり） （３０日あたり） 

要介護１ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ２，７２８円 ６０，３８８円 

個室 ２，５５８円 ５５，２７３円 

要介護２ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ２，８８４円 ６５，０７１円 

個室 ２，７１２円 ５９，８９５円 

要介護３ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ３，０２２円 ６９，２００円 

個室 ２，８４５円 ６３，９００円 

要介護４ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ３，１４１円 ７２，７７４円 

個室 ２，９６２円 ６７，４１３円 

要介護５ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ３，２５０円 ７６，０３９円 

個室 ３，０７５円 ７０，８０２円 

※施設サービス費には、夜勤職員配置加算（５０円／日）・サービス提供体制加算Ⅱ（３７円／日） 

在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）（１０５円／日）・自立支援推進加算（６１７円／月）・ 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（１２４円／月）が含まれます。 

 

 

施設サービス費（３割）  

介護度 居室の種類 
施設サービス費（３割負担分） 

（１日あたり） （３０日あたり） 

要介護１ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ４，０９２円 ９０，５８２円 

個室 ３，８３６円 ８２，９１０円 

要介護２ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ４，３２６円 ９７，６０６円 

個室 ４，０６７円 ８９，８４２円 

要介護３ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ４，５３３円 １０３，７９９円 

個室 ４，２６７円 ９５，８５０円 

要介護４ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ４，７１１円 １０９，１６０円 

個室 ４，４４３円 １０１，１１９円 

要介護５ 
多床室（４人部屋・２人部屋） ４，８７５円 １１４，０５９円 

個室 ４，６１３円 １０６，２０２円 

※施設サービス費には、夜勤職員配置加算（７４円／日）・サービス提供体制加算Ⅱ（５６円／日） 

 ・在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）（１５７円／日）・自立支援推進加算（９２５円／月）・ 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（１８５円／月）が含まれます。 
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◆加算料金 

加算名称 自己負担額 

（１割） 

自己負担額 

（２割） 

自己負担額 

 （３割） 

□口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９３円／月 １８５円／月 ２７８円／月 

□口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１３円／月 ２２６円／月 ３３９円／月 

□在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５３円／日 １０５円／日 １５７円／日 

□初期加算（Ⅰ） ６２円／日 １２４円／日 １８５円／日 

□初期加算（Ⅱ） ３１円／日 ６２円／日 ９３円／日 

□療養食加算 ７円／食 １３円／食 １９円／食 

□再入所時栄養連携加算 ２０６円／回 ４１１円／回 ６１７円／回 

□リハビリテーションマネジメント計画

書情報加算（Ⅰ） 

５５円／月 １０９円／月 １６４円／月 

□リハビリテーションマネジメント計画

書情報加算（Ⅱ） 

３４円／月 ６８円／月 １０２円／月 

□短期集中リハビリテーション実施加算

（Ⅰ） 

２６５円／回 ５３０円／回 ７９５円／回 

□短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） ２０６円／回 ４１１円／回 ６１７円／回 

□認知症短期集中リハビリテーション 

加算（Ⅰ） 

２４７円／回 ４９３円／回 ７４０円／回 

□認知症短期集中リハビリテーション 

加算（Ⅱ） 

１２４円／回 ２４７円／回 ３７０円／回 

□経口維持加算（Ⅰ） ４１１円／月 ８２２円／月 １,２３３円／月 

□経口維持加算（Ⅱ） １０３円／月 ２０６円／月 ３０９円／月 

□経口移行加算 ２９円／日 ５８円／日 ８７円／日 

□入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４６３円／回 ９２５円／回 １,３８７円／回 

□入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４９３円／回 ９８６円／回 １,４７９円／回 

□試行的退所時指導加算 ４１１円／回 ８２２円／回 １,２３３円／回 

□退所時情報提供加算（Ⅰ） ５１４円／回 １,０２７円／回 １,５４１円／回 

□退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５７円／回 ５１４円／回 ７７１円／回 

□退所時栄養情報連携加算 ７２円／回 １４４円／回 ２１６円／回 

□入退所前連携加算（Ⅰ） ６１７円／回 １,２３３円／回 １,８４９円／回 

□入退所前連携加算（Ⅱ） ４１１円／回 ８２２円／回 １，２３３／回 

□訪問看護指示加算 ３０９円／回 ６１７円／回 ９２５円／回 

□若年性認知症利用者受入加算 １２４円／日 ２４７円／日 ３７０円／日 
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□認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０６円／日 ４１１円／日 ６１７円／日 

□外泊時費用 ３７２円／日 ７４４円／日 １,１１６円／日 

□外泊時費用 

（在宅サービスを利用したときの費用） 

８２２円／日 １,６４４円／日 ２,４６５円／日 

□所定疾患施設療養費（Ⅰ） ２４６円／日 ４９１円／日 ７３７円／日 

□所定疾患施設療養費（Ⅱ）   ４９３円／日 ９８６円／日 １，４７９円／日 

□緊急時治療管理 ５３２円／日 １,０６４円／日 １，５９６円／日 

□ターミナルケア加算（31～45 日） ７４円／日 １４８円／日 ２２２円／日 

□ターミナルケア加算（4～30 日） １６５円／日 ３２９円／日 ４９３円／日 

□ターミナルケア加算（2～3 日） ９３５円／日 １,８６９円／日 ２,８０４円／日 

□ターミナルケア加算（死亡日） １,９５２円／日 ３,９０３円／日 ５,８５４円／日 

□褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３円／月 ６円／月 ９円／月 

□褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １４円／月 ２７円／月 ４０円／月 

□排せつ支援加算（Ⅰ） １１円／月 ２１円／月 ３１円／月 

□排せつ支援加算（Ⅱ） １６円／月 ３１円／月 ４７円／月 

□排せつ支援加算（Ⅲ） ２１円／月 ４１円／月 ６２円／月 

□かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４４円／１回 ２８８円／１回 ４３２円／１回 

□かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７２円／１回 １４４円／１回 ２１６円／１回 

□かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４７円／１回 ４９３円／１回 ７４０円／１回 

□かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １０３円／１回 ２０６円／１回 ３０９円／１回 

□科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４１円／月 ８２円／月 １２３円／月 

□安全対策体制加算 ２１円／回 ４１円／回 ６２円／回 

□栄養マネジメント強化加算 １２円／日 ２３円／日 ３４円／日 

□協力医療機関連携加算（１）（R6 年度

まで） 

１０３円／月 ２０６円／月 ３０９円／月 

□協力医療機関連携加算（１）（R7 年度

から） 

５２円／月 １０３円／月 １５４円／月 

□協力医療機関連携加算（2）（R7 年度か

ら） 

６円／月 １１円／月 １６円／月 

□認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５４円／月 ３０８円／月 ４６２円／月 

□認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２４円／月 ２４７円／月 ３７０円／月 

□高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １１円／月 ２１円／月 ３１円／月 

□高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ６円／月 １１円／月 １６円／月 

□新興感染症等施設療養費 ２４７円／日 ４９３円／日 ７４０円／日 
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□生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０３円／月 ２０６円／月 ３０９円／月 

□生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円／月 ２１円／月 ３１円／月 

□特定治療費 特定の医療をおこなった場合 

   

※厚生労働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、介護度別施設サービス利用料金及び上記加算の該当す

る加算を加えた額の 1,000 分の 39 に相当する額が介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として加算されます。 

※厚生労働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、介護度別施設サービス利用料金及び上記加算の該当する加

算を加えた額の 1,000 分の 21 に相当する額が介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)として加算されます。 

※厚生労働大臣が定める基準に適合し、全ての要件を満たす場合、介護度別施設サービス利用料金及び上記加算の該当す

る加算を加えた額の 1,000 分の 8 に相当する額が介護職員等ベースアップ等支援加算として加算されます。 

※なお、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について 

令和 6 年 6 月 1 日以降「介護職員等処遇改善加算」へ一本化となります。 

介護職員の処遇改善と更なる資質向上の取り組み、雇用管理の改善や労働環境の改善を進める事業所に対して、１月

につき総体単位数（所定単位数）の 7.5％が介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）として算定されます。 

 

※高額介護サービス費の払い戻し制度は「施設サービス費」が対象となります。市町村の認定が 

必要です。 

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払い頂きます。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を 

変更します。 

※介護保険における保険支給額および利用者負担額の計算において、計算金額の端数処理等が行われるため、計算金額と

上表の負担金額とに若干の差異が生じることがあります。 
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（Ｂ）居住費（滞在費）・（Ｃ）食費 

※令和 6 年 8 月 1 日以降は、基準費用額（居住費）が、1 日あたり ６０ 円引き上げられます。 

※居住費と食費については、「負担限度額制度」の対象となります。限度額認定証をお持ちの方は、必ずご呈示下さ

い。（呈示が無ければ減額請求ができません） ※市町村の認定が必要です。 

 

 

（Ｄ）特別な居室利用料 

居室の種類 １日あたり ３０日あたり 
 

４人部屋 ０円       ０円  

２人部屋 ４2５円 12,750円  

個室 ４7０円 14,100円 

 

 

 

対象者 

利用者 

負担 

区分 

（B）居住費 

(C)食費 
居室の種類 ４人部屋 ２人部屋 個室 

生活保護受給者 
第１段階 

１日あたり \0 \0 \490 \300 

世
帯
全
員
が 

市
町
村
民
税
非
課
税
者 

老齢福祉年金受給者 ３０日あたり \0 \0 \14,700 \9,000 

年金等（非課税含む）収入

額と合計所得金額の合計

が８０万円以下の方 

第２段階 

１日あたり \3７0 \3７0 \490 \390 

３０日あたり \11,100 \11,100 \14,700 \11,700 

年金等（非課税含む）収入

額と合計所得金額の合計

が８０万円超１２０万円以下

の方 

第３段階

① 

１日あたり \3７0 \3７0 \1,310 \650 

３０日あたり \11,100 \11,100 \39,300 \19,500 

年金等（非課税含む）収入

額と合計所得金額の合計

が１２０万円超の方 

第 3 段階

② 

１日あたり \3７0 \3７0 \1,310 \1360 

３０日あたり \11,100 \11,100 \39,300 \40,800 

上記以外の方 第４段階 
１日あたり \510 \510 \1,670 \1,700 

３０日あたり \15,300 \15,300 \50,100 \51,000 
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（Ｅ）日常生活費・教養娯楽費 

１日あたり ３０日あたり 

１８０円         ５,４００円         

※日常生活費・教養娯楽費額は、必要に応じて改定します。 

・日常生活費：タオル類・清拭タオル等のリース代、 

・教養娯楽費：水分補給用ジュース、有償ボランティア費等 

 

 

 (Ｆ)実費負担分 

洗濯 

① ご家族洗濯（週 2回程度、洗濯をお願いします。） 

②業者洗濯 ２１０円／日（３０日あたり６，３００円） 

※ウール類は別途費用負担が必要 

③衣類リース（約６，３００ ～ ９，９００円）   

※リースする衣類により費用が異なります。 

電気製品の使用 
1製品 50円／日の電気代がかかります。 

TVや電気あんか等を使用される場合は、各階の職員にお声かけ下さい。 

義歯洗浄剤 
12円／回がかかります。 

※管理上、義歯洗浄剤のご持参はご遠慮いただき、使用回数分の請求をさせていただきます。 

散髪 月１回（2階：第 3木曜日 ・3階：第 4木曜日） 

行事、ﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝ等 
参加費用は実費をご負担いただきます。 

福祉用具購入 
介護ショップを紹介します。支払い方法は、ご家族と業者とでご相談いただきます。 

（当苑での金銭のお預かりは一切できませんので、ご了承下さい。） 

その他  

 

 

 

お支払い 

原則として銀行や郵便局からの口座引落（毎月 27日）となります。 
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利用料金計算 
 

要介護度     ・     室 （    人部屋） ・ 利用者負担第      段階 

 

(A)                    円 

 

(B)                    円 

 

(C)                    円 

 

(D)                    円 

 

(E）                    円 

 

(F)実費負担分                円 

 

 

＝合計                円 
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入所時に必要な物品 
 

①契約に必要な物 

□介護保険被保険者証 
□医療保険被保険者証 

（健康被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等） 

□介護保険負担限度額認定証（対象者のみ） □医療受給者証（対象者のみ） 

□介護保険負担割合証 □身体障害者手帳（精神保健福祉手帳） 

□その他保険証 □印鑑 

 

 

②生活に必要な物 

□衣類（日常着、下着、靴下等）５組程度 

 ※パジャマ（自分で着替える方のみ） 
必ず名前を書いて下さい。 

□タオル ２～３枚 
入浴用のタオル類は施設で 

リースしています。 

□リハビリシューズ（運動靴） 

※スリッパは転倒の危険があるのでご遠慮下さい。 

※福祉用具の選定についてはｽﾀｯﾌが相談をお受けできますが、当苑で

の販売は行っておりませんので、介護ショップをご紹介いたします。

また、費用のお支払い方法は、介護ショップと直接ご相談頂きます。 

 

□義歯ケース（義歯のある方のみ） 

※義歯洗浄剤は、管理上ご持参はご遠慮いただき、使用回数分の請求

をさせていただきます。 

 

□歯ブラシ  

□TV（TV台も必要） ※ご希望者のみ 
ﾃﾚﾋﾞ台は安定性の良い物を 

お願いします。 

□車イス用クッション（車イス利用の方） 

※座布団やクッション（低反発や介護用等） 
 

□電気カミソリ（男性の方）  

□内服薬（最低２週間分） 

○入院中の方は、病院で準備して頂きます。 

○自宅から入所される方は、かかりつけの病院で処方して頂いて下さ

い。お薬手帳や説明書をお持ちください。 

 

□その他必要な物  

★その他必要なものがあれば、入所時にお知らせいたします。   

                                                                          

令和６年４月１日改訂 


